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新潟県新星学園の給食業務委託に係るプロポーザル競技の実施について（公告） 

新潟県新星学園給食業務受託者を決定するため、プロポーザル競技を実施することとし、次のとおり参加申込

書及び提案書等の提出を招請する。 

平成24年12月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦  

１ 業務の概要 

  新潟県新星学園給食業務 

２ 業務内容 

  新潟県新星学園給食業務委託プロポーザル競技実施要領（以下「実施要領」という。）に定めるところによる。 

３ 参加者に求められる資格 

  本プロポーザル競技に参加する者は、次に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。 

 (1) 新潟県内に事業所（本社、本店、支店又は営業所等）を置く者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、

更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

 (4) 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年

法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

 (6) 新潟県の県税の納税義務を有するものにあっては、当該県税の未納がない者であること。 

 (7) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 (8) 社団法人日本メディカル給食協会の会員である者又は受託業務の遂行が困難になった場合の代行保証が確

認できる者であること。 

(9) 新潟県内の障害者関係施設、児童関係施設又は高齢者関係施設において、平成19年４月１日から平成24年

３月31日までに給食業務を継続して12ヶ月以上にわたり元請けとして完了した実績が２契約以上ある者であ

ること。ただし、契約期間が異なるが履行場所が同一の契約は、１契約と見なす。 

４ 実施要領の交付 

  実施要領の交付を受けようとする者は、次に定めるところにより、交付を受けること。 

(1) 交付期間 

   平成24年12月11日(火)から平成24年12月21日(金)まで（新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第 

５号)第１条第１項各号に規定する日を除く。）の各日午前８時30分から午後５時15分まで 

(2) 交付場所  

  新潟県福祉保健部障害福祉課施設管理係（新潟県新潟市中央区新光町４番地１) 

(3) 交付方法 

   交付場所で受け取るか、郵送とする。 

   郵送の場合は、次のものを交付場所へ郵送(平成24年12月21日(金)午後５時15分必着)すること。 

 ア Ａ４サイズの紙が入る封筒（実施要領の送付先を記載すること） 

 イ 未使用の390円切手１枚 

 ウ 企業等名、住所、担当者名及び連絡先(電話番号)が分かるもの 

５ 説明会 

(1) 説明会の開催日時及び場所 

  下記のとおり説明会を開催する。 

 ア 日時 

   平成24年12月19日(水) 午後１時から 

 イ 会場 

   新潟県新星学園 

   佐渡市下新穂90-1 

 ウ 持参するもの 

   清潔な帽子、白衣、マスク及び履物 
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(2) 説明会の参加申込み 

  説明会参加を希望する場合は、平成24年12月17日(月)午後５時15分までに、実施要領に定める様式により

申し込むこと。 

(3) 提出場所 

  ４(2)に定める場所 

６ プロポーザル競技参加申込み及び提案資格の確認結果の通知 

(1) 参加申込み 

  本プロポーザル競技に参加しようとする者は、実施要領に定める参加申込書等を作成し、提出しなければ

ならない。 

(2) 申込み期限 

  平成24年12月28日(金) 午後５時15分必着 

(3) 提出場所 

  ４(2)に定める場所 

(4) 参加資格の確認結果の通知 

  参加申込をした者全員に対し、平成25年１月８日(火)までに参加資格の確認結果の通知を書面で行う。 

７ 質問書の提出 

  本プロポーザル競技の実施に係る公告及び実施要領について不明な点がある場合は、次に定めるところによ

り質問書を提出すること。 

(1) 提出期間 

  平成24年12月11日(火)午後１時から平成24年12月26日(水)午後５時15分まで 

(2) 提出方法  

  実施要領に定めるところによる。 

８ 提案書の提出 

  本プロポーザル競技の参加資格があると認められた者は、実施要領に定めるところにより提案書等を作成し、

提出すること。 

(1) 提出期限 

  平成25年１月15日(火) 午後５時15分必着 

(2) 提出場所 

  ４(2)に定める場所 

(3) 提出方法  

  実施要領に定めるところによる。 

９ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

  提案者は、平成25年１月28日(月)に開催する審査委員会において、プレゼンテーション及びヒアリングを実

施するものとする。 

  なお、詳細については別途通知する。 

10 審査 

  審査委員会において、提出された提案書及びヒアリングの結果に基づき審査し、最も優れた提案を行った者

と次点の者を決定する。 

  なお、審査結果は、提案者それぞれに文書で通知する。 

11 契約の締結 

(1) 契約締結の交渉 

  新潟県は、審査委員会が最も優れた提案を行った者であると決定した者と委託契約の締結交渉を行う。 

  なお、その者が地方自治法施行令第167条の４の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結

を行わないことがある。 

  また、契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がな

いときは、契約を締結しない場合がある。） 

(2) 契約期間 

  公募型プロポーザル方式に基づく随意契約により受託者を決定した日をもって契約締結の日とする。 

  契約期間は、契約締結の日から平成28年２月29日(月)までとする。 

  なお、契約締結の日から平成25年３月31日(日)までは、業務委託準備期間とし、これに係る委託料は一切

発生しないものとする。業務委託期間は、平成25年４月１日(月)から平成28年２月29日(月)までとする。 
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12 契約に係る予算 

  本業務委託契約にかかる予算は、30,032,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)である。 

13 その他 

(1) 提案書の作成等に要する経費及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案については、提案を行った者に無断で使用しないものとする。 

(3) 提案書等の審査を行う際、必要な範囲において参加を表明した者に通知することなく複製を作成すること

がある。 

(4) 提出された申込書、提案書等は返却しない。 

(5) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は、実施要領に定める辞退書を提出すること。 

(6) 失格事項 

  次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。 

ア 実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者 

イ 記載すべき事項の全部若しくは一部を記載せず、又は書類に虚偽の記載をし、これを提出した者 

ウ 期限後に提案書を提出した者 

 


